
議案第６１号

専決処分の承認について(相模原市市税条例等の一部を改正する条例)

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。

令和８年４月２２日提出

相模原市長 本 村 賢 太 郎
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専 決 処 分 書

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１７９条第１項の規定により、次のとお

り専決処分する。

令和８年３月３１日

相模原市長 本 村 賢 太 郎

相模原市市税条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

理由

地方税法等の一部を改正する法律(令和８年法律第２号)、地方税法施行令等の

一部を改正する政令(令和８年政令第８３号)及び地方税法施行規則及び地方税法

施行規則の一部を改正する等の省令の一部を改正する省令(令和８年総務省令第

４４号)が令和８年３月３１日に公布され、同年４月１日に地方税法(昭和２５年

法律第２２６号)、地方税法施行令(昭和２５年政令第２４５号)及び地方税法施

行規則(昭和２９年総理府令第２３号)が改正されることに伴い、これらの法令の

用語又は条項を引用する規定の整理及び耐震基準適合住宅等に対して課する固定

資産税等の減額の申告に係る規定の改正をする必要が生じたが、議会を招集する

時間的余裕がないことが明らかであると認め、専決処分するもの

写

印
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相模原市市税条例等の一部を改正する条例

(相模原市市税条例の一部改正)

第１条 相模原市市税条例(平成１６年相模原市条例第７号)の一部を次のように改

正する。

第８条及び第３０条(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第３０条の３を削る。

第３１条(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１号

オ中「第１５条の１５」を「第１５条の９」に改める。

第３２条の見出し及び同条第１項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第３３条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種別

割」を「軽自動車税」に、「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式」に

改め、同条第２項及び第３項中「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様

式」に改める。

第３４条(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第６１条第１項第２号中「、法第４５４条」を削る。

附則第４条の２第３項中「附則第１５条第２５項第１号イ」を「附則第１５条

第２４項第１号ロ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第４項中「附

則第１５条第２５項第１号ロ」を「附則第１５条第２４項第１号ハ」に、「３分

の２」を「２分の１」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２５項第１号ハ」

を「附則第１５条第２４項第１号ニ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、

同条第６項中「附則第１５条第２５項第１号ニ」を「附則第１５条第２４項第３

号ロ」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２５項第２号」を「附則第１５条

第２４項第４号」に、「７分の６」を「４分の３」に改め、同条第８項から第１３

項までを削り、同条第１４項中「附則第１５条第２８項」を「附則第１５条第２７

項」に改め、同項を同条第８項とし、同条第１５項中「附則第１５条第３２項」

を「附則第１５条第３１項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第１６項中

「附則第１５条第４０項」を「附則第１５条第３９項」に改め、同項を同条第１０

項とし、同条第１７項中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０項」

に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１８項を同条第１２項とし、同条第１９

項を同条第１３項とする。

附則第４条の３第１項及び第２項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２
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